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１
　
は
じ
め
に

コ
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ペ
ー
パ
ー
、
一
般
債
、
投
資
信
託
受
益
証
券
に
続
く
、
株
券
の
不
発
行
化
が
二
〇
〇
九
年
一
月
、
残
す
と
こ
ろ

一
年
に
迫
っ
て
い
る
。
証
券
会
社
各
社
は
今
年
一
年
間
、
い
わ
ゆ
る
タ
ン
ス
株
の
預
託
推
進
を
重
点
的
に
図
っ
て
き
た
。
二
〇
〇
八

年
は
制
度
実
施
に
向
け
て
の
最
終
段
階
に
入
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
制
度
開
始
ま
で
の
一
年
間
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
か
、
課
題
は
何
か
、
株
主
や
発
行
会
社

が
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
注
意
す
る
べ
き
こ
と
は
何
か
な
ど
を
整
理
し
た
い
。

２
　
二
〇
〇
九
年
一
月
ま
で
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

（
１
）
一
ヶ
月
前
ま
で
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

保
管
振
替
機
構
は
、
二
〇
〇
七
年
九
月
一
九
日
「
株
券
電
子
化
に
向
け
た
周
知
・
啓
発
活
動
計
画
」
の
更
新
案
を
発
表
し
た
（
図

１
）。
周
知
・
啓
発
活
動
の
ピ
ー
ク
は
二
〇
〇
七
年
中
で
あ
り
、
二
〇
〇
八
年
度
に
入
る
と
個
人
や
法
人
に
向
け
た
タ
ン
ス
株
の
預

託
推
進
な
ど
の
広
告
は
終
息
す
る
。
二
〇
〇
八
年
か
ら
は
い
よ
い
よ
実
施
に
向
け
た
最
終
段
階
に
入
る
。

保
管
振
替
機
構
で
は
、
現
在
の
保
管
振
替
制
度
利
用
会
社
か
ら
振
替
法
第
一
三
条
第
一
項
に
基
づ
く
新
た
な
振
替
制
度
利
用
の
同

意
書
を
徴
求
す
る
。
上
場
会
社
は
振
替
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
が
強
制
さ
れ
て
い
る
た
め
、
振
替
制
度
加
入
に
同
意
し
な
い
と
な
る

実
施
迫
る
株
券
電
子
化
の
残
さ
れ
た
課
題

福
本
　
　
葵
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図
１
　
株
券
電
子
化
に
向
け
た
周
知
・
啓
発
活
動
計
画
（
更
新
案
）

Ｈ
19．

9

（
出
所
）
証
券
決
済
制
度
改
革
推
進
セ
ン
タ
ー

2005年
2009年

周
知
啓
発

活
動
概
略

移
行
対
応
の
事

前
預
託
推
進
の

主
な
タ
ー
ゲ
ッ
ト

個
人
投
資
家
等

事
業
会
社

（
財
務
担
当
者
）

証
券
会
社

銀
行
等

発
行
会
社

（
株
式
担
当
者
）

2006年
2007年

2008年

制
度
実
務
等

対
応
状
況

非
居
住
者
へ
の
周
知

●
保
振
制
度
要
綱
公
表（
３
月
）

●
保
振
シ
ス
テ
ム
接
続
仕
様
公
表（
10月

）
電
子
化
実
施
目
標
日

制
度
詳
細
周
知
（
制
度
に
対
す
る
更
な
る
理
解
の
促
進
）

事
前
預
託
の
推
進
強
化
（
株
券
残
量
調
査
を
踏
ま
え
て
）

 ト
ラ
ブ
ル
解
消
対
応

●
保
管
状
況
調
査（
８
月
）／
都
道
府
県
別（
12月

）
●
株
券
保
管
状
況
調
査（
10月

）

特
例
期
間

制
度
概
要
、
タ
ン
ス
株
等
の
事
前
預
託
の
必
要
性
等
を
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
、

発
行
会
社
か
ら
の
通
知
等
を
通
じ
周
知

ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を
元
に
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
、
発
行
会
社
か
ら
の
通
知
等

を
通
じ
タ
ン
ス
株
の
預
託
期
限
を
想
定
し
た
周
知

名
義
書
換
の
徹
底
、
移
行
に
伴
い
発
生
す
る
問
題
と
解
決
策
の
周
知

（
混
乱
回
避
）
→
「
所
在
不
明
株
主
」
対
応

駆
け
込
み
預
託
の
対
応
等

ト
ラ
ブ
ル
防
止
に
向
け
た
セ
ミ
ナ
ー
、
個
別
相
談
等

に
よ
る
重
点
フ
ォ
ロ
ー

日
本
経
団
連
・
株
懇
・
各
企
業
団
体
等
を
通
じ
、
制
度
概
要
を
説
明
／
株
券
の
取
扱
い
（
預
託
／
特
別
口
座
）
に
関
す
る
意
思
決
定
の
促
進

不
所
持
株
の
取
扱
い
／
保
有
株
券
の
保
振
預
託
・
特
別
口
座
の
意
思
決
定
／
担
保
差
入
株
券
の
取
扱
い
（
金
融
機
関
・
他
企
業
へ
の
差
入
）
等
の
検
討

制
度
概
要
、
口
座
管
理
機
関
の
実
務

シ
ス
テ
ム
の
対
応
検
討
の
た
め
の
情
報
提
供

保
護
預
り
保
振
非
預
託
分
の
事
前
預
託
推
進
へ
の
協
力
（
大
量
保
有
法
人
へ
の
個
別
預
託
促
進
、
個
人
・
法
人
へ
の
働
き
か
け
を
サ
ポ
ー
ト
）／
制
度
周
知
・
タ
ン
ス
株
主
等
へ
の
預
託
促
進
を
サ
ポ
ー
ト

実
務
面
、
シ
ス
テ
ム
面
の
進
捗
状
況
の
調
査
・
支
援
等

・
実
務
詳
細
の
確
認
、
情
報
共
有
（
保
護
預
り
保
振
非
預
託
分
、
受
入
代
用
有
価
証
券
の

　
取
扱
い
等
  移
行
実
務
の
確
認
、
ト
ラ
ブ
ル
解
消
対
応
方
法
等
）

・
緊
急
時
の
対
応
検
討
を
推
進

担
保
実
務
（
担
保
受
入
株
券
の
移
行
の
取
扱
い
、
移
行
後
の
担
保
受
入
れ
実
務
）
検
討
の
推
進
サ
ポ
ー
ト

制
度
概
要
の
周
知
（
株
式
担
当
者
等
に
向
け
た
制
度
概
要
・
移
行
に
向
け
必
要
と
な
る
実
務
概
要
、
登
録
単
元
未
満
株
式
の
処
理
、

端
株
の
対
応
等
）

株
主
へ
の
制
度
詳
細
の
周
知

（
再
度
、
移
行
ま
で
の
実
務
詳
細
説
明
、
特
別
口
座
へ
の
移
行
関
連
等
、

移
行
直
前
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ア
ク
シ
ョ
ン
。
特
に
一
斉
移
行
日
直
前
１
ヶ
月
で

必
要
な
実
務
の
確
認
等
。
）

移
行
に
関
す
る
株
主
か
ら
の
問
合
せ
等
に
対
す
る
対
応
方
法
の
周
知

個
人
・
法
人
の
タ
ン
ス
株
券

事
前
預
託
の
促
進
（
株
券
大
量
保
有
企
業
：
特
別
口
座
等
の
検
討
）／
担
保
差
入
株
券
の
取
扱
い
の
周
知

担
保
受
入
株
関
連
の
実
務
処
理
の
周
知
等
の
サ
ポ
ー
ト

自
己
保
有
株
券
の
保
振
預
託
・
特
別
口
座
の
意
思
決
定
／
担
保
受
入
株
券
の
取
扱
い
（
担
保
受
入
株
券
の
移
行
の
取
扱
い
、
移
行
後
の
担
保
受
入
れ
実
務
）
の
検
討

　
制
度
概
要
、
口
座
管
理
機
関
と
し
て
の
実
務
シ
ス
テ
ム
の

対
応
検
討
の
た
め
の
情
報
提
供

自
己
財
産
分
の
株
券
の
取
扱
い
（
保
振
預
託
／
特
別
口
座
）
に

関
す
る
意
思
決
定
の
促
進

制
度
詳
細
の
周
知
（
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
か
ら
理
解
不
足
と
思
わ
れ
る
点
、

実
務
へ
の
影
響
概
略
、
口
座
管
理
機
関
と
し
て
参
加
予
定
の
銀
行
等
に
対

し
て
は
口
座
管
理
機
関
と
し
て
必
要
な
実
務
処
理
、
シ
ス
テ
ム
機
能
等
）

保
管
状
況
調
査
よ
り
、
自
己
財
産
株
券
の
取
り
扱
い
に
関
し
て

未
定
の
銀
行
等
に
対
す
る
フ
ォ
ロ
ー
（
制
度
へ
の
理
解
を
サ
ポ

ー
ト
し
、
株
券
取
り
扱
い
の
判
断
を
促
す
）

●
保
護
預
り
状
況
調
査（
５
月
）／
保
振
制
度
利
用
状
況
調
査（
８
月
）

●
保
護
預
り
状
況
調
査（
５
・
11月

）／
保
振
制
度
利
用
状
況
調
査（
８
・
12月

）
●
保
護
預
り
状
況
調
査（
５
月
）／
保
振
制
度
利
用
状
況
調
査（
８
月
）

特
別
口
座
の
取
扱
い
（
費
用
負
担
、
受
入
方
針
、
実
作
業
等
）
に
関
す
る
検
討
、
合
意
形
成

ト
ラ
ブ
ル
防
止
に
向
け
た
セ
ミ
ナ
ー
、
個
別
相
談
等
に
よ
る

重
点
フ
ォ
ロ
ー

事
前
預
託
の
推
進
／
制
度
概
要
周
知

特
例
預
託
対
応
の
事
前
確
認
ス
キ
ー
ム
開
始（
１
月
）

総
株
主
通
知
利
用
の
実
株
通
知（
10月

）

 事
前
預
託
期
限
（
最
終
）・
移
行
実
務
の
確
認

担
保
受
入
株
券

 保
護
預
り
保
振
非
預
託
株
券

株
主
へ
の
周
知
（
総
会
決
議
通
知
等
の
株
主
に
対
し
て
実
施
す
る
通
知
を
利
用
し
て
周
知
等
）

★
株
主
総
会
集
中
（
６
月
末
）

★
株
主
総
会
集
中
（
６
月
末
）

★
株
主
総
会
集
中
（
６
月
末
）

担
保
株
券
の
一
斉
移
行
・
想
定
事
務
フ
ロ
ー
の
公
表（
４
月
）

強
化
期
間（
６
月
末
～
７
月
）

●
保
振
シ
ス
テ
ム
概
説
書
公
表（
５
月
）

▲
株
券
電
子
化
フ
ォ
ー
ラ
ム（
２
月
）

▲
株
券
電
子
化
フ
ォ
ー
ラ
ム（
２
月
）

▲
株
券
電
子
化
フ
ォ
ー
ラ
ム（
２
月
）

「
実
施
ま
で
１
年
」
の
周
知

事
前
預
託
の
促
進
・
担
保
処
理
の
周
知
の
強
化

（
日
本
経
団
連
、
日
本
商
工
会
議
所
等
を
通
じ
：
全
銀
協
と
協
力
）

シ
ス
テ
ム
整
備
状
況
調
査

▲
発
行
会
社
へ
の
説
明
会（
７
月
）

▲
発
行
会
社
へ
の
説
明
会（
７
月
）

▲
発
行
会
社
へ
の
説
明
会（
予
定
）

●
保
管
状
況
調
査（
８
月
）

●
都
道
府
県
別（
４
月
）

★
中
間
決
算
等
通
知
（
12月

頃
）



と
、
上
場
廃
止
と
な
る
。
同
意
は
公
告
さ
れ
る
（
附
則
第
八
条
第
一
項
）。
同
意
期
日
は
施
行
日
の
一
ヶ
月
前
の
日
と
な
っ
て
い
る

（
附
則
第
七
条
第
一
項
）。

一
方
、
証
券
会
社
な
ど
の
参
加
者
は
制
度
参
加
の
た
め
の
手
続
き
を
開
始
す
る
。
予
定
で
は
来
年
の
八
月
か
ら
開
始
さ
れ
る
。

（
２
）
特
例
期
間

制
度
実
施
一
ヶ
月
前
か
ら
施
行
日
の
二
週
間
前
の
前
日
ま
で
を
特
例
期
間
と
い
う
。
こ
の
間
に
略
式
質
権
者
に
よ
る
株
券
の
預
託

（
附
則
第
一
〇
条
）
お
よ
び
承
諾
の
な
い
保
護
預
り
株
券
の
預
託
が
可
能
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
詳
細
は
後
述
す
る
。

（
３
）
預
託
・
交
付
禁
止
期
間

施
行
日
二
週
間
前
か
ら
施
行
日
前
日
ま
で
、
預
託
・
交
付
請
求
は
禁
止
さ
れ
る
（
附
則
第
一
二
条
）。
こ
の
間
、
最
終
的
に
預
託

さ
れ
た
証
券
の
真
偽
を
確
認
す
る
な
ど
、
実
施
に
向
け
た
最
終
段
階
の
手
続
き
に
入
る
。
施
行
日
の
前
日
は
実
質
株
主
の
確
定
基
準

日
で
あ
り
、
施
行
日
で
あ
る
効
力
発
生
日
に
実
質
株
主
通
知
が
作
成
さ
れ
る
。

（
４
）
制
度
実
施
に
向
け
て

施
行
日
ま
で
に
各
当
事
者
が
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
ど
の
よ
う
な
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ

う
か
。
現
在
、
保
管
振
替
制
度
に
あ
る
株
式
は
特
別
な
手
続
き
を
経
る
こ
と
な
く
、
新
制
度
に
移
行
さ
れ
る
。
ま
た
、
現
在
の
保
護

預
り
契
約
で
は
、
通
常
、
保
管
振
替
制
度
に
預
託
す
る
こ
と
を
承
諾
す
る
条
項
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ま
で
の
承
諾
の
な

い
保
護
預
り
株
券
は
顧
客
の
承
諾
な
し
に
新
制
度
に
預
託
で
き
な
い
。
し
か
し
、
特
例
期
間
に
限
っ
て
は
こ
の
例
外
が
認
め
ら
れ
て
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い
る
（
附
則
第
一
一
条
）。
但
し
、
こ
の
よ
う
な
処
理
が
急
増
す
る
と
制
度
が
円
滑
に
移
行
さ
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
。
証
券
会
社
は

顧
客
か
ら
こ
の
よ
う
な
承
諾
を
と
っ
て
お
き
、
前
も
っ
て
預
託
を
進
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
後
に
述
べ
る
略
式
質
権
者
に
よ
る
株

券
の
預
託
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
。

３
　
特
別
口
座

（
１
）
特
別
口
座
で
権
利
保
全
さ
れ
る
株
式

振
替
制
度
実
施
に
伴
っ
て
予
想
さ
れ
る
い
く
つ
か
の
問
題
の
一
つ
は
特
別
口
座
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

保
管
振
替
制
度
に
預
託
さ
れ
て
い
な
い
株
式
、
新
制
度
に
お
い
て
も
預
託
さ
れ
な
い
ま
ま
株
券
を
保
有
す
る
株
式
に
つ
い
て
は
、

株
券
そ
の
も
の
は
無
効
と
な
る
。
新
制
度
移
行
の
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
株
券
を
回
収
す
る
必
要
は
な
く
、
株
券
は
自
動
的
に
無
効
と

な
る
。

こ
れ
ら
の
株
式
に
つ
い
て
は
、
株
主
名
簿
上
の
株
主
の
名
前
で
、
信
託
銀
行
な
ど
が
開
設
す
る
特
別
口
座
に
お
い
て
権
利
保
全
さ

れ
る
。
特
別
口
座
に
あ
る
株
式
に
つ
い
て
も
、
議
決
権
、
配
当
、
株
主
優
待
制
度
な
ど
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、

特
別
口
座
に
あ
る
ま
ま
、
株
式
を
移
転
、
譲
渡
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
質
権
を
設
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
譲
渡
や
質

権
設
定
の
際
は
、
証
券
会
社
に
口
座
を
開
設
し
、
そ
こ
か
ら
譲
受
人
の
口
座
に
移
転
、
質
権
者
の
質
権
口
に
移
転
す
る
こ
と
と
な
る
。

（
２
）
特
別
口
座
に
関
す
る
問
題

①
特
別
口
座
の
費
用
負
担
・
特
別
口
座
開
設
場
所

特
別
口
座
に
関
す
る
問
題
の
一
つ
と
し
て
、
特
別
口
座
を
管
理
す
る
費
用
は
ど
こ
が
負
担
す
る
か
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で
も
、
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発
行
会
社
は
信
託
銀
行
な
ど
の
株
主
名
簿
管
理
人
と
株
主
名
簿
の
管
理
に
つ
い
て
契
約
を
交
わ
し
て
お
り
、
こ
の
一
環
と
し
て
、
特

別
口
座
の
管
理
費
用
も
、
発
行
会
社
が
負
担
す
る
と
考
え
ら
れ
る
（
１
）。

新
制
度
に
お
い
て
、
証
券
会
社
に
開
設
す
る
口
座
管
理
費
用
は
口
座
名
義
人
で
あ
る
株
主
負
担
と
な
る
。
従
っ
て
、
売
却
や
質
権

設
定
予
定
の
な
い
株
式
に
関
し
て
は
、
特
別
口
座
で
権
利
保
全
し
て
お
く
ほ
う
が
株
主
に
と
っ
て
は
費
用
が
か
か
ら
ず
、
有
利
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ま
で
の
預
託
推
進
状
況
調
査
か
ら
政
府
・
地
方
公
共
団
体
の
預
託
が
進
ま
な
い
と
の
指
摘
が
あ
る
が
、
そ
の

最
大
の
理
由
は
、
こ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
（
２
）。

但
し
、
株
主
名
簿
管
理
人
と
発
行
会
社
と
の
契
約
に
関
す
る
手
数
料
は
、
こ
れ
ま
で
の
保
管
振
替
制
度
と
は
異
な
る
も
の
と
な
る

こ
と
は
予
想
さ
れ
る
。
新
制
度
で
は
こ
れ
ま
で
株
主
名
簿
管
理
人
が
行
っ
て
い
た
業
務
の
大
部
分
が
保
管
振
替
機
構
に
移
転
す
る
た

め
、
手
数
料
体
系
に
つ
い
て
、
発
行
会
社
か
ら
引
き
下
げ
の
要
請
が
出
さ
れ
る
こ
と
は
予
想
さ
れ
る
。
し
か
し
、
特
別
口
座
の
管
理

手
数
料
を
そ
れ
ぞ
れ
の
株
主
か
ら
徴
収
す
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
に
く
い
。

②
端
株

端
株
は
会
社
法
で
は
廃
止
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
平
成
一
七
年
会
社
法
の
改
正
前
ま
で
に
存
在
し
て
い
た
端
株
は
残
存
し
て
い

る
。
新
制
度
に
お
い
て
、
端
株
は
端
株
原
簿
に
よ
っ
て
の
み
管
理
さ
れ
、
制
度
に
は
乗
ら
な
い
。
現
在
こ
の
よ
う
な
端
株
が
残
存
し

て
い
る
会
社
は
、
一
三
〇
社
程
度
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
端
株
は
将
来
的
に
は
解
消
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
て
い
る
。

解
消
の
方
法
に
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
買
取
請
求
に
よ
る
現
金
化
で
あ
る
。
残
存
す
る
端
株
主
数
が
少
な
い
場
合
、
会
社
が
端
株

を
現
金
で
買
い
取
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。
二
つ
目
の
方
法
は
、
株
式
分
割
で
あ
る
。
例
え
ば
、
〇
・
〇
一
株
の
端
株

が
存
在
す
る
場
合
、
一
対
一
〇
〇
の
株
式
分
割
を
行
う
と
、
こ
の
〇
・
〇
一
株
は
一
株
と
な
る
。
整
数
と
な
っ
た
株
式
は
、
特
別
口

座
に
お
い
て
権
利
保
全
さ
れ
る
。
株
式
分
割
に
よ
る
端
株
の
整
理
は
端
株
主
数
が
あ
る
程
度
存
在
す
る
時
に
行
わ
れ
る
。
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③
単
元
未
満
株

保
管
振
替
制
度
の
中
に
あ
る
単
元
株
式
の
株
式
分
割
等
に
よ
っ
て
単
元
未
満
株
式
が
発
生
し
た
場
合
、
制
度
の
中
に
あ
る
通
常
の

口
座
で
管
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

保
管
振
替
制
度
の
外
に
あ
る
単
元
未
満
株
式
、
つ
ま
り
、
株
券
を
所
有
し
て
お
り
、
株
式
分
割
が
行
わ
れ
た
た
め
、
単
元
未
満
株

が
発
生
し
た
と
す
る
（
登
録
株
）。
こ
の
場
合
、
当
該
単
元
未
満
株
式
は
、
株
券
は
発
行
さ
れ
ず
、
株
数
が
株
主
名
簿
に
記
載
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
単
元
未
満
株
式
は
特
別
口
座
で
権
利
保
全
さ
れ
る
。
ま
た
、
保
管
振
替
制
度
の
外
に
あ
り
、
単
元
未
満
株
券

が
発
行
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
も
、
特
別
口
座
で
権
利
保
全
さ
れ
る
。

④
名
義
書
換
未
了
株
式

他
人
名
義
に
あ
る
特
別
口
座
に
あ
る
株
式
を
通
常
の
口
座
に
移
転
さ
せ
る
場
合
は
、
以
下
に
限
ら
れ
て
い
る
（
社
債
・
株
式
等
振

替
法
一
三
三
条
二
項
）。
名
義
株
主
と
失
念
株
主
が
共
同
し
て
請
求
す
る
場
合
、
判
決
等
を
添
付
し
て
請
求
す
る
場
合
、
利
害
関
係

人
の
利
益
を
害
す
る
恐
れ
が
な
い
場
合
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
な
ど
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
相
続
の
場
合
、
株
券
発
行

の
定
款
廃
止
か
ら
一
年
以
内
に
旧
株
券
と
そ
の
取
得
証
明
を
提
出
し
た
場
合
な
ど
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
特
別
口
座
に
あ
る
株
式
が
他
人
名
義
で
あ
る
場
合
に
は
、
煩
瑣
な
手
続
き
を
要
す
る
。
ま
た
コ
ス
ト
が
か
か
る
。

⑤
そ
の
他

特
別
口
座
に
あ
る
株
式
に
関
し
、
ど
の
よ
う
な
事
故
や
問
題
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
特
別
口
座
に
あ
る

失
念
株
式
を
そ
の
失
念
株
式
の
名
義
人
が
売
却
し
、
そ
の
後
、
第
三
者
が
善
意
取
得
す
る
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
善
意
取
得
さ
れ
て

し
ま
っ
た
場
合
、
そ
れ
を
取
り
戻
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
失
念
株
式
の
名
義
人
に
対
し
、
株
式
の
売
却
代
金
を
請
求
す
る
こ

と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
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ま
た
、
相
続
で
取
得
し
た
株
式
を
被
相
続
人
名
義
の
ま
ま
放
置
し
て
お
き
、
そ
の
ま
ま
特
別
口
座
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
、
相

続
か
ら
長
期
間
経
過
し
て
い
る
場
合
は
、
遺
産
分
割
協
議
書
が
揃
わ
な
い
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

特
別
口
座
は
、
そ
こ
で
権
利
保
全
さ
れ
る
株
式
数
が
多
け
れ
ば
、
制
度
を
圧
迫
す
る
と
い
う
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。
当
面
、
売

却
予
定
の
な
い
株
式
を
特
別
口
座
に
お
い
て
権
利
保
全
す
る
こ
と
は
費
用
上
も
有
利
で
あ
る
。
但
し
、
他
人
名
義
の
ま
ま
特
別
口
座

に
入
る
場
合
は
問
題
が
生
じ
、
権
利
保
全
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
る
。

４
　
担
保
制
度

新
振
替
制
度
実
施
前
に
対
処
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
事
項
の
一
つ
に
株
券
担
保
に
関
す
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
銀
行
な

ど
の
債
権
者
は
、
債
務
者
か
ら
株
券
な
ど
の
担
保
提
供
を
求
め
、
こ
れ
を
本
支
店
で
保
管
す
る
な
ど
の
方
法
を
取
っ
て
き
た
。
株
券

が
無
効
と
な
る
新
制
度
で
は
、
株
式
を
担
保
と
す
る
場
合
、
ど
の
よ
う
に
対
処
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
１
）
株
券
担
保
の
種
類

株
券
を
担
保
と
す
る
方
法
に
は
、
以
下
の
三
つ
が
あ
る
。
一
つ
は
、
略
式
質
で
あ
る
。
株
券
を
債
権
者
に
交
付
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
成
立
す
る
質
権
を
い
う
。
二
つ
目
は
登
録
質
で
あ
る
。
三
つ
目
は
譲
渡
担
保
で
あ
る
。

略
式
質
は
株
券
の
交
付
で
効
力
を
生
じ
る
（
一
四
六
条
二
項
）。
株
券
の
継
続
占
有
が
質
権
の
会
社
お
よ
び
第
三
者
に
対
す
る
対

抗
要
件
で
あ
る
（
一
四
七
条
二
項
、
三
項
）。
略
式
質
の
場
合
、
質
権
の
設
定
は
、
名
義
上
の
株
主
で
あ
る
質
権
設
定
者
が
、
銀
行

な
ど
の
質
権
者
に
株
券
を
交
付
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
る
。
株
券
の
発
行
会
社
と
は
無
関
係
に
設
定
さ
れ
る
。
通
常
、
発
行

会
社
は
、
当
該
株
券
に
質
権
が
設
定
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
知
ら
な
い
。
従
っ
て
、
利
益
配
当
、
株
主
優
待
な
ど
は
発
行
会
社
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か
ら
質
権
設
定
者
で
あ
る
株
主
に
送
ら
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
略
式
質
の
要
件
を
充
た
し
た
上
、
さ
ら
に
質
権
設
定
者
で
あ
る
株
主
の
承
諾
を
得
て
株
主
名
簿
に
質
権
者
の
氏

名
ま
た
は
名
称
と
住
所
お
よ
び
質
権
の
目
的
で
あ
る
株
式
の
記
載
を
す
る
と
登
録
質
と
な
る
（
一
四
八
条
）。
こ
の
場
合
、
質
権
者

は
発
行
会
社
か
ら
直
接
、
利
益
配
当
な
ど
を
得
る
。
略
式
質
の
場
合
も
登
録
質
の
場
合
も
質
権
者
に
は
物
上
代
位
が
認
め
ら
れ
る
（
３
）。

譲
渡
担
保
と
は
、
法
律
に
明
文
規
定
は
な
い
が
、
債
務
者
が
株
券
の
所
有
権
を
債
権
担
保
の
目
的
で
債
権
者
に
譲
り
渡
す
方
法
に

よ
る
物
的
担
保
で
あ
る
。
債
権
者
が
弁
済
を
受
け
た
と
き
は
、
株
券
は
返
還
さ
れ
、
期
日
に
弁
済
さ
れ
な
い
場
合
は
、
処
分
さ
れ
、

そ
の
代
金
が
債
権
の
回
収
に
充
て
ら
れ
る
。
外
見
上
は
譲
渡
担
保
で
あ
る
か
略
式
質
で
あ
る
か
は
区
別
が
つ
か
な
い
。

銀
行
担
保
の
う
ち
、
八
割
以
上
が
略
式
質
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
、
担
保
設
定
者
が
当
該
株
券
を
担
保
に
入
れ
て
い
る

こ
と
を
発
行
会
社
に
知
ら
れ
た
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
会
社
が
株
式
の
持
ち
合
い
を
行
っ
て
い
る
場
合
、
持
ち
合
い
株
式
に

担
保
設
定
し
て
い
る
事
実
を
発
行
会
社
に
知
ら
れ
た
く
な
い
と
い
う
事
情
か
ら
く
る
も
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
銀
行
は

配
当
や
新
株
予
約
権
に
担
保
価
値
を
見
出
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
銀
行
で
は
、
例
え
ば
東
証
一
部
上
場
株
式
の

場
合
、
担
保
掛
目
を
七
〇
％
程
度
と
し
て
お
り
、
本
券
を
売
却
す
れ
ば
債
権
回
収
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

（
２
）
株
券
電
子
化
後
の
担
保

新
た
な
振
替
制
度
で
は
、
口
座
に
は
自
己
口
と
質
権
口
が
存
在
す
る
。
質
権
を
設
定
す
れ
ば
、
質
権
者
の
質
権
口
に
記
帳
さ
れ
る
。

し
か
し
、
株
主
名
簿
を
作
成
す
る
際
に
保
管
振
替
機
構
か
ら
発
行
会
社
に
通
知
さ
れ
る
総
株
主
通
知
に
は
、
質
権
設
定
者
で
あ
る
株

主
の
氏
名
・
住
所
が
通
知
さ
れ
、
質
権
者
の
名
前
は
通
知
さ
れ
な
い
。
株
主
名
簿
は
総
株
主
通
知
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
る
た
め
、
総

株
主
通
知
に
記
載
が
な
け
れ
ば
、
株
主
名
簿
上
に
質
権
者
の
氏
名
や
住
所
は
記
載
さ
れ
な
い
。
従
っ
て
、
こ
れ
は
略
式
質
で
あ
る
と
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解
さ
れ
る
。

但
し
、
質
権
者
か
ら
申
し
出
が
あ
れ
ば
、
株
主
名
簿
に
質
権
者
の
氏
名
・
住
所
が
登
録
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
は
登
録
質
と
解
さ
れ
、

配
当
や
新
株
予
約
権
も
質
権
者
が
取
得
す
る
こ
と
に
な
る
。

株
券
が
存
在
す
る
現
行
制
度
で
は
、
例
え
ば
債
権
者
で
あ
る
銀
行
は
債
務
者
か
ら
株
券
の
交
付
を
受
け
れ
ば
よ
い
が
、
新
制
度
移

行
後
は
、
債
権
者
の
質
権
口
に
記
帳
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
在
、
債
務
者
か
ら
交
付
を
受
け
て
い
る
株
券
に
つ
い
て
、
銀
行
な

ど
の
質
権
者
単
独
で
は
、
こ
れ
を
預
託
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
預
託
す
る
た
め
に
は
、
質
権
設
定
者
の
同
意
が
必
要
で
あ
る
。
先

に
述
べ
た
よ
う
に
、
制
度
開
始
一
ヶ
月
前
か
ら
二
週
間
前
ま
で
の
特
例
期
間
に
は
、
質
権
者
が
単
独
で
預
託
で
き
る
。
し
か
し
こ
れ

は
あ
く
ま
で
も
特
例
で
あ
る
。
駆
け
込
み
預
託
と
な
る
株
式
数
が
膨
大
で
あ
る
と
、
預
託
機
関
が
対
応
で
き
な
い
事
態
に
陥
る
虞
も

あ
る
。
制
度
円
滑
な
施
行
の
た
め
に
は
、
前
も
っ
て
質
権
設
定
者
の
同
意
を
得
、
な
る
べ
く
特
例
期
間
に
ず
れ
こ
ま
な
い
よ
う
対
応

し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

５
　
所
在
不
明
株
主
対
応

新
振
替
制
度
実
施
に
伴
い
、
所
在
不
明
株
主
の
株
式
売
却
を
実
施
す
る
発
行
会
社
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
こ
れ
ま
で

は
あ
ま
り
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
所
在
不
明
株
主
の
株
式
売
却
が
な
ぜ
こ
こ
へ
き
て
行
わ
れ
て
い
る
か
に
は
理
由
が
あ
る
。
例
え
ば

新
日
本
製
鐵
で
は
、
所
在
不
明
株
主
数
は
約
二
万
人
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
株
主
の
管
理
の
た
め
に
、
年
間
二
千
万
円
の
コ
ス

ト
が
か
か
る
と
さ
れ
て
い
る
。

制
度
移
行
後
、
こ
の
よ
う
な
株
式
は
特
別
口
座
で
管
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
株
式
が
大
量
に
特
別
口
座
で
管
理
さ

れ
る
と
な
る
と
、
発
行
会
社
の
事
務
管
理
費
用
が
嵩
む
た
め
、
発
行
会
社
で
は
こ
れ
を
削
減
し
た
い
と
す
る
ニ
ー
ズ
が
あ
る
。
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ま
た
、
株
主
に
と
っ
て
も
制
度
移
行
後
は
こ
の
よ
う
な
株
主
の
名
義
を
書
き
換
え
る
こ
と
は
煩
雑
で
あ
る
た
め
、
制
度
移
行
前
に

手
当
て
し
て
お
く
ほ
う
が
よ
い
。
そ
の
た
め
、
二
〇
〇
八
年
は
所
在
不
明
株
主
の
株
式
を
売
却
す
る
発
行
会
社
が
増
加
す
る
こ
と
が

予
想
さ
れ
る
。

（
１
）
実
施
例

二
〇
〇
七
年
三
月
末
ま
で
に
、
新
日
本
製
鐵
、
文
化
シ
ヤ
ッ
タ
ー
、
凸
版
印
刷
が
所
在
不
明
株
主
の
株
式
売
却
を
実
施
し
た
。
新

日
本
製
鐵
は
、
二
〇
〇
六
年
八
月
一
日
、「
所
在
不
明
株
主
の
株
式
売
却
に
関
す
る
異
議
申
述
の
公
告
」
を
行
っ
た
。
新
日
本
製
鐵

の
所
在
不
明
株
主
の
株
式
の
現
金
化
を
実
行
し
た
（
４
）。

文
化
シ
ヤ
ッ
タ
ー
は
、
平
成
一
七
年
一
二
月
一
六
日
「
所
在
不
明
株
主
の
株
式
売
却
に
関
す
る
異
議
申
述
の
公
告
」
を
行
っ
た
。

所
在
不
明
株
主
は
一
二
〇
人
で
あ
っ
た
。
凸
版
印
刷
は
所
在
不
明
株
主
の
株
式
二
〇
万
二
千
株
を
処
分
し
た
（
５
）。

ま
た
、
野
村
ホ
ー
ル

デ
ィ
ン
グ
ス
は
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
二
三
日
「
所
在
不
明
株
主
の
株
式
売
却
に
関
す
る
異
議
申
述
の
公
告
」
を
行
っ
た
。
所
在
不
明

株
主
数
は
六
、
〇
二
二
人
で
あ
り
、
異
議
申
述
期
間
は
平
成
二
〇
年
一
月
二
三
日
と
な
っ
て
い
る
。

（
２
）
所
在
不
明
株
主
と
は

で
は
、
こ
の
制
度
の
所
在
不
明
株
主
と
は
ど
の
よ
う
な
株
主
で
あ
ろ
う
か
。
①
株
式
会
社
が
株
主
に
対
し
て
す
る
通
知
又
は
催
告

が
五
年
以
上
継
続
し
て
到
達
し
な
い
も
の
（
一
九
六
条
一
項
）、
②
そ
の
株
式
の
株
主
が
継
続
し
て
五
年
間
剰
余
金
の
配
当
を
受
領

し
な
か
っ
た
も
の
（
一
九
七
条
二
項
）、
ま
た
、
登
録
株
式
債
権
者
が
い
る
場
合
に
は
上
記
①
②
の
両
方
を
充
た
す
場
合
、
制
度
の

対
象
者
と
な
る
（
一
九
七
条
第
五
項
）。
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（
３
）
所
在
不
明
株
主
対
応
と
は

①
所
在
不
明
株
主
対
応

Ａ
　
株
式
売
却
制
度
の
創
設

所
在
不
明
株
主
の
株
式
売
却
制
度
は
、
平
成
一
四
年
商
法
改
正
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
。
改
正
以
前
か
ら
、
株
主
名
簿
に
記
載
さ

れ
た
株
主
の
住
所
ま
た
は
通
知
先
に
発
し
た
通
知
ま
た
は
催
告
が
継
続
し
て
五
年
間
到
達
し
な
か
っ
た
株
主
に
対
し
て
は
、
発
行
会

社
か
ら
の
通
知
を
省
略
し
て
よ
い
と
さ
れ
て
き
た
（
旧
商
法
二
二
四
条
の
二
第
一
項
）。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
株
式
の
管
理
は
引
き

続
き
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
平
成
一
四
年
改
正
で
は
、
当
該
株
主
の
株
式
を
処
分
し
、
こ
れ
ら
の
株
主
を
株
主

名
簿
か
ら
抹
消
で
き
る
こ
と
と
し
た
。

Ｂ
　
処
分
の
方
法

所
在
不
明
株
主
の
株
式
を
競
売
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
一
九
七
条
第
一
項
）。
し
か
し
、
実
際
は
、
競
売
は
手
間
隙
か
か
る
の
で

あ
ま
り
行
わ
れ
て
い
な
い
。

競
売
に
よ
ら
な
い
で
売
却
も
で
き
る
。
売
却
の
方
法
は
、
上
場
会
社
な
ど
市
場
価
格
が
あ
る
場
合
と
中
小
企
業
な
ど
市
場
価
格
が

な
い
場
合
と
で
異
な
る
。
市
場
価
格
が
あ
る
場
合
は
、
市
場
価
格
で
売
却
で
き
る
（
一
九
七
条
二
項
前
段
）。
市
場
価
格
が
な
い
場

合
は
、
取
締
役
が
二
人
の
場
合
は
全
員
の
同
意
で
申
し
立
て
し
、
裁
判
所
の
許
可
を
得
て
売
却
で
き
る
（
一
九
七
条
二
項
後
段
）。

更
に
、
発
行
会
社
が
、
売
却
す
る
株
式
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
買
い
取
る
こ
と
も
で
き
る
（
一
九
七
条
第
三
項
）。

会
社
が
株
式
を
買
い
取
る
場
合
に
は
、
取
締
役
会
決
議
に
よ
っ
て
、
買
い
取
る
株
式
数
、
買
取
と
引
き
換
え
に
交
付
す
る
金
銭
の

総
額
を
決
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
一
九
七
条
第
三
項
、
第
四
項
）。

買
い
取
ら
れ
た
株
式
は
、
会
社
に
よ
る
自
己
株
式
取
得
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
自
己
株
式
の
取
得
は
株
主
総
会
決
議
に
よ
ら
な
い
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で
行
え
る
。
会
社
は
代
金
相
当
金
額
を
分
別
管
理
す
る
。
そ
こ
に
支
払
っ
た
売
却
代
金
は
、
会
社
が
買
い
受
け
た
自
己
株
式
の
代
金

と
な
る
。
そ
し
て
、
株
主
か
ら
の
請
求
が
あ
れ
ば
、
こ
こ
か
ら
支
払
う
。

会
社
以
外
の
者
に
売
却
す
る
場
合
は
、
無
効
と
な
っ
た
株
券
の
代
わ
り
に
新
た
な
株
券
を
再
発
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
会

社
が
買
い
取
る
場
合
は
、
株
券
を
発
行
せ
ず
、
市
場
を
通
さ
ず
市
場
価
格
で
移
転
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
（
６
）。

こ
の
移
転
は
帳
簿

上
の
処
理
が
可
能
で
あ
る
。

②
手
続

所
在
不
明
株
主
の
株
式
を
処
分
す
る
場
合
に
は
、
取
締
役
会
で
処
分
の
方
法
を
決
議
す
る
。
発
行
会
社
は
、
三
ヶ
月
以
上
、
所
在

不
明
株
主
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
が
一
定
の
期
間
内
に
異
議
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
旨
等
を
公
告
し
、
か
つ
（
一
九
八
条
一
項
、

会
社
法
施
行
規
則
第
三
九
条
（
７
））、

当
該
株
式
の
株
主
及
び
そ
の
登
録
株
式
質
権
者
に
は
、
各
別
に
こ
れ
を
催
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
一
九
八
条
第
二
項
）。
異
議
申
述
期
間
内
に
利
害
関
係
人
が
異
議
を
述
べ
な
か
っ
た
と
き
は
、
株
券
は
無
効
と
な
る
（
一
九
八
条
五

項
）。

（
４
）
売
却
代
金

株
券
を
処
分
し
た
後
は
、
所
在
不
明
株
主
は
も
は
や
株
主
で
は
な
く
な
り
、
保
有
株
式
に
係
る
代
金
支
払
請
求
者
と
な
る
。
代
金

支
払
請
求
権
の
消
滅
時
効
は
一
〇
年
（
民
事
債
権
の
消
滅
時
効
一
〇
年
（
８
））

で
あ
る
。
会
社
は
所
在
不
明
株
主
に
係
る
売
却
代
金
を
法

務
局
な
ど
の
供
託
所
に
預
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
民
法
四
九
四
条
）。
こ
の
場
合
、
会
社
の
支
払
義
務
は
消
滅
す
る
が
、
一
〇
年

後
、
代
金
は
国
庫
に
帰
属
す
る
。
会
社
は
供
託
所
に
供
託
す
る
方
法
を
取
ら
ず
、
信
託
銀
行
な
ど
の
口
座
を
用
い
て
、
分
別
管
理
す

る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
会
社
が
分
別
管
理
の
処
理
を
行
え
ば
、
そ
の
時
点
で
株
式
の
代
金
を
支
払
っ
た
こ
と
と
な
り
、
こ
の
場
合
、
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株
主
等
か
ら
の
請
求
が
あ
れ
ば
、
そ
の
都
度
当
該
口
座
か
ら
支
払
う
。
消
滅
時
効
を
超
え
た
買
い
入
れ
代
金
は
雑
収
入
と
し
て
会
社

の
も
の
と
す
る
こ
と
も
で
き
、
こ
の
方
法
が
一
般
的
で
あ
る
。
こ
れ
ら
一
連
の
処
理
費
用
は
会
社
の
負
担
と
な
る
。

６
　
ま
と
め

株
券
電
子
化
の
実
施
ま
で
残
す
と
こ
ろ
一
年
と
な
っ
た
。
二
〇
〇
七
年
度
中
は
い
わ
ゆ
る
「
タ
ン
ス
株
」
の
預
託
促
進
を
積
極
的

に
図
っ
て
き
た
。
二
〇
〇
八
年
に
は
広
告
な
ど
は
行
わ
な
い
予
定
で
あ
る
。

制
度
実
施
を
円
滑
に
運
ぶ
た
め
に
は
、
制
度
の
周
知
が
不
可
欠
で
あ
る
。
例
え
ば
、
特
別
口
座
で
管
理
す
る
と
あ
た
か
も
権
利
保

全
さ
れ
な
く
な
る
か
の
如
く
説
明
し
、
口
座
開
設
を
促
す
よ
う
な
行
為
が
見
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
問
題
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
売
買
の

予
定
が
な
い
株
主
に
と
っ
て
は
、
特
別
口
座
に
お
い
て
、
権
利
保
全
さ
れ
る
の
が
得
策
で
あ
る
。

問
題
が
生
じ
る
可
能
性
が
高
い
の
は
、
名
義
書
換
失
念
株
式
を
放
置
し
て
お
く
こ
と
で
あ
る
。
他
人
名
義
の
ま
ま
特
別
口
座
で
管

理
さ
れ
る
と
、
自
己
名
義
に
書
き
換
え
る
た
め
に
は
、
時
間
や
費
用
を
要
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
新
振
替
制
度
開
始
前
に
は
、

所
在
不
明
株
主
の
株
式
売
却
制
度
を
実
施
す
る
発
行
会
社
が
あ
る
こ
と
も
認
識
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
、
株
券
を
担
保
と
し
て
い
る
場
合
、
銀
行
な
ど
の
質
権
者
が
担
保
株
券
を
預
託
す
る
に
は
、
質
権
設
定
者
の
同
意
が
必
要

で
あ
る
。
特
例
期
間
に
は
、
質
権
者
の
み
で
新
制
度
の
口
座
に
預
託
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
に
頼
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
こ

れ
は
危
険
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
質
権
者
が
多
い
と
預
託
株
券
が
急
増
し
、
制
度
実
施
に
間
に
合
わ
な
い
虞
が
あ
る
。
質
権

設
定
者
の
同
意
を
取
り
、
前
も
っ
て
制
度
に
預
託
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
承
諾
の
な
い
保
護
預
り
株
券
も
同
様
で
あ
る
。

預
託
に
は
、
株
券
の
真
偽
の
確
認
な
ど
必
然
的
に
人
手
を
解
す
る
作
業
を
伴
う
。
従
っ
て
、
制
度
開
始
直
前
に
殺
到
す
る
と
円
滑

に
移
行
で
き
な
い
恐
れ
が
あ
る
。
特
別
口
座
に
お
い
て
も
権
利
保
全
さ
れ
る
こ
と
、
費
用
負
担
は
な
い
こ
と
な
ど
、
誤
解
の
な
い
よ
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う
に
周
知
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
新
制
度
開
始
後
は
株
券
が
無
効
と
な
る
こ
と
を
周
知
せ
し
め
、
無
効
と
な
っ
た
株
券
に
纏
わ

る
詐
欺
行
為
の
被
害
な
ど
を
防
ぐ
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

注（
１
）

始
関
正
光
「
電
子
広
告
制
度
・
株
券
等
不
発
行
化
制
度
の
導
入
〔
Ⅵ
〕」
商
事
法
務
一
七
一
二
号
、
二
〇
〇
四
年
一
一
月
五
日
、
四
二
頁
。

注
一
四
。

（
２
）

政
府
・
地
方
公
共
団
体
の
所
有
株
式
総
数
の
預
託
率
は
一
・
二
％
で
あ
る
。
日
本
証
券
業
協
会
証
券
決
済
制
度
改
革
推
進
セ
ン
タ
ー
「
株

券
の
保
管
状
況
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
」
二
〇
〇
七
年
八
月
、
二
四
頁
。

（
３
）

会
社
法
で
は
、
利
益
配
当
請
求
権
に
も
略
式
質
の
効
力
が
及
ぶ
と
さ
れ
た
。

（
４
）

二
〇
〇
七
年
六
月
七
日
、
日
本
経
済
新
聞
夕
刊

（
５
）

凸
版
印
刷
、
一
九
年
三
月
期
決
算
短
信

（
６
）

始
関
正
光
「
平
成
一
四
年
改
正
商
法
の
解
説
〔
Ⅲ
〕」
商
事
法
務
、
一
六
三
九
号
一
六
頁
。

（
７
）

会
社
法
施
行
規
則

第
三
十
九
条

法
第
百
九
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
法
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
百
九
十
七
条
第
一
項
の
株
式
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
競
売
対
象
株
式
」
と
い
う
。）
の
競
売
又
は
売
却
を
す
る
旨

二
　
競
売
対
象
株
式
の
株
主
と
し
て
株
主
名
簿
に
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

三
　
競
売
対
象
株
式
の
数
（
種
類
株
式
発
行
会
社
に
あ
っ
て
は
、
競
売
対
象
株
式
の
種
類
及
び
種
類
ご
と
の
数
）
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四
　
競
売
対
象
株
式
に
つ
き
株
券
が
発
行
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
株
券
の
番
号

（
８
）

民
法
一
六
七
条
一
項

参
考
文
献

・
坂
本
赫
志
「
株
券
失
効
制
度
、
端
株
等
の
買
増
制
度
、
所
在
不
明
株
主
の
株
式
売
却
制
度
」
商
事
法
務
、
一
六
四
八
号
、
二
八
〜
三
七
頁

・
横
山
　
淳
「
株
券
電
子
化
に
向
け
て
〜
株
主
・
発
行
会
社
の
留
意
事
項
〜
」D

IR
M

arket
B

ulletin

、
二
〇
〇
六
年
秋
季
号
、
一
〇
号
、
七
六
〜

九
九
頁

＊
本
稿
作
成
に
際
し
、
唐
津
伸
氏
（
株
式
会
社
証
券
保
管
振
替
機
構
）、
越
智
秀
希
氏
（
株
式
会
社
証
券
保
管
振
替
機
構
）、
清
水
聡
平
氏
（
株
式
会

社
証
券
保
管
振
替
機
構
）
か
ら
貴
重
な
ご
教
示
を
賜
り
ま
し
た
こ
と
を
深
謝
い
た
し
ま
す
。

（
ふ
く
も
と
　
あ
お
い
・
客
員
研
究
員
）
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